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１ 開会挨拶 

２ 委員長の選任 

３ 評価委員会の概要 

４ 大学改革の基本的な考え方とこれまでの経緯 

５ 中期目標、中期計画素案の作成方針 

６ 業務方法書（案）の概要 

７ その他 
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資料１

氏　名 役　職

青木 利晴 株式会社ＮＴＴデータ取締役相談役

柴崎 信三 日本経済新聞社論説委員
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資料２ 

２ 

 
東 京 都 公 立 大 学 法 人 評 価 委 員 会 の 概 要 

 
 
 

 
 東京都が設立を予定している公立大学法人に関し、地方独立行政法人法に定める事務を処理する地方独立
行政法人評価委員会について、その組織及び委員など必要な事項を定める。 
現在、東京都において、地方独立行政法人法に基づく法人の設立を予定しているのは、都立の大学のみで

あり、公立大学法人に関する評価委員会として、東京都公立大学法人評価委員会を設置する。 

設置の目的 

  
（ 組織及び委員等 ） 
  
組 織：委員７人以内 

     委員長のほかに、教育研究（理工系）、 
教育研究（文系）、教育研究（保健系）、 
経営、会計、社会の各分野から選任 

（他に臨時委員を若干人置くことができる） 
 任 命：経営又は教育研究に関し学識経験を有す 
     る者から知事が任命 
 任 期：２年、再任可 
 委員長：委員の互選により選出、委員会を代表 
 議 事：知事が召集 
     過半数の出席により開会・議決が可能 
     出席委員の過半数で議決 

委員会の概要   
（ 主な権限 ） 
  
○ 知事による中期目標の作成・変更の際の意見 
○ 法人による中期計画の作成・変更に対して知

事が認可する際の意見 
 ○ 各事業年度及び中期目標期間における業務

実績についての評価 
 ○ 業務実績の評価結果を踏まえた法人に対す

る業務運営の改善勧告 
 ○ 役員の報酬等の支給基準に関する知事に対

する意見の申し出 
 ○ 知事による財務諸表の承認の際の意見 





資料３

○中期目標の審議 ○中期目標期間(各事業年度)における業務実績の総合評価の報告<§28⑤、§30③>
<§25③> ○中期目標に係る事業報告書の報告<§29②>

○業務運営の改善等の勧告の報告<§28⑤、§30③>
<§79>

○教育研究評価の
　結果を踏まえる

○業務継続の必要性等
 　について意見<§31②>

（評価委員会） <§28①②、§30①②> （認証評価機関）
○経営面を含めた中期目標期間（各事業年度）の業務実績を総合評価 ○教育研究面を専門的に評価
○法人に総合評価結果を通知・公表<§28③④、§30③> <§79>
○必要があれば業務運営の改善等の勧告を行う<§28③、§30③>

○中期目標の意見を
   提出<§78③> ○中期目標を指示・公表<§25①>
○中期計画を作成<§26①> ○中期目標の期間は６年間<§78①>
○年度計画を届出・公表 ○知事は法人の意見に配慮<§78③>

<§27①> ○中期目標の記載事項<§25②、§78②>
○中期目標に係る事業
　 報告書の提出・公表

<§29①>

○中期計画を認可（認可後、公表）<§26①⑤>
○中期計画の変更命令<§26④>

①法人自身の改善の指針
②次期中期目標・計画への反映
③運営費交付金の算定への反映

目　標　・　評　価　制　度　の　概　要

　※当面、法人化の対象が大学のみであり、大学評価委員会
　　 （仮称）のみを設置する。

○中期目標・中期計画案につ
   いて意見<§25③、§26③>

○評価結果及び業務運営の改善
　等の勧告の報告･公表

  <§28④、§30③>

知事 東京都大学評価委員会(仮称)
<§11①>

認証評価機関
学校教育法<§69③>

公立大学法人　首都大学東京

①教育研究の質の向上
②業務運営の改善・効率化
③財務内容の改善
④自己評価・情報発信
⑤その他の重要事項

評価の結果を活用

都議会
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　 都議会等 評価委員会
経営準備室
（経営審議

会）

作成主体 設立団体の長 16年度

性格 ・設立団体の長が法人に達成を期待する目標
・設立団体の長が法人に指示

作成手続

　あらかじめ
・法人の意見を聴き、当該意見に配慮
・評価委員会の意見を聴く
・議会の議決が必要

期間 ６　　年

　

17年度

中期目標・中期計画素案の作成スケジュール等について

公立大学法人

・中期目標を達成するための具体的計画

　

事務局等検討

＜法定事項＞
・業務の質の向上
・業務の改善・効率化
・財務の改善ほか記載事項

・中期目標に基づき作成
・設立団体の長の認可が必要

６　　年

＜法定事項＞
・中期目標達成のための措置
　（業務の質の向上ほか）
・予算、収支計画、資金計画ほか

＜都規則で定める事項＞

制度の概要

中期目標 中期計画

今後の作成手順

　○　設立団体の長に対する中期目標に関する意見表明は、法人が作成する中期目標素案をもって行う。

　○　中期目標・中期計画素案の作成は、経営準備室（経営審議会）が行う。

　○　定款の考え方にのっとり、
　　「教育研究に関する事項」については、教学準備会議の下に設置された各部会・ＷＧ等の検討を通じ、
　　教員の意見を踏まえ、教学準備会議がとりまとめ、経営準備室が作成する。

　○　事務的な検討組織として、経営準備室の下に幹事会（事務局組織）を置く。

　○　次回の経営準備室運営会議において、作成方針を決定する。それに対する評価委員会の意見も踏ま
    え、検討を進める。

スケジュール

法人経営に
関する検討
（８～10月）

教育研究に
関する検討
（８～10月）

作成方針等へ
の意見聴取
（10月）

素案の仮決定
（11月）

素案（仮決定）
への意見聴取

（12月）

素案の修正
（12月）

議会報告
（一定）

素案の
正式決定

中期目標議決
（中期目標確定）

中期計画都認可
（中期計画確定）

作成方針決定
（９月）

素案の決定
（１月）

素案（修正案）
への意見聴取

（１月）

教学準備会議
とりまとめ

中期目標案
都決定

中期計画
決定

作成手順決定
（８／17）

５
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※ 茂木委員は当日所用のため欠席

１．日時

6月22日（火）　１３：００～１７：００

都庁第二庁舎10階２０６会議室にて実施

２．対象行

東京三菱銀行

みずほ銀行

三井住友銀行

UFJ銀行 （５０音順）

３．実施方法
各銀行　　 プレゼン 　25分

　

2　コンペ実施概要

中期目標・中期計画素案の作成方針について

　○　中期目標・中期計画素案の作成方針は、以下のとおりとする。

＜中期目標素案＞

　○　都立の大学に対しこれまで指摘されてきた様々な事項を踏まえ
　　つつ、「都立の新しい大学の構想」などに示された首都大学東京
　　の使命や特色を実現するために必要な目標を明確に打ち出す。

　○　地方独立行政法人法の立法趣旨（経営の視点の導入、自律的・
　　弾力的な運営、適切な事後評価と見直し、効果的・効率的なサー
　　ビスの提供、透明性の向上等）が十分活かされるようなものとす
　　る。

　○　経営準備室や教学準備会議（教学準備委員会）等における検討
　　を踏まえるとともに、今後の首都大学東京の使命・特色を実現す
　　るうえで必要な事項を盛り込む。
　　　なお、首都大学東京を中心に記載するが、現大学についても、
　　廃止までの期間における学生に対する教育の保障など必要な事項
　　を記載する。

　○　首都大学東京の使命や特色を実現するうえで、重要なものにつ
　　いては、極力、数値目標を記載する。

＜中期計画素案＞

　○　中期目標素案に示す目標が確実に実現されるよう、具体的に記
　　述する。
　　　中期目標素案で数値などを示していない場合でも、数値目標や
　　達成時期など可能な限り具体的に数値を盛り込む。

　○　法人設立後、各部局の特性も考慮しつつ、中期目標・中期計画
    に基づき、部局ごとの中期計画を作成する。

（今後の作成手順）

　○　今後は、経営準備室の下に設置された幹事会において、左の
　　作成方針に基づき、たたき台を作成する。

　○　たたき台のうち、「教育研究に関する事項」については、学
　　部長予定者会議等を通じ、教員の意見を聴き、教学準備会議が
   とりまとめる。

　○　教学準備会議のとりまとめを踏まえ、経営準備室で、中期目
　　標・中期計画素案の仮決定を行う。

　○　評価委員会の意見を踏まえ、経営準備室で必要な修正を行い、
　　中期目標・中期計画素案を決定する。

　※　なお、今後、幹事会においてたたき台を作成するにあたって
　　は、別紙参考資料の国立大学法人等も参考にしつつ、首都大学
　　東京の特徴的な面が明確になるように、構成を工夫していく。

６



（ 参 考 ）

地方独立行政法人法（公立大学法人） 国立大学法人法 国立大学法人の例（文部科学省ひな型）

（前文）大学の基本的な目標

中期目標の期間

教育研究上の基本組織

教育に関する目標（成果、内容、実施体制、学生支援）

研究に関する目標（成果・水準、実施体制）

その他の目標（社会との連携、国際交流等）

業務体制の改善に関する目標

教育研究組織の見直しに関する目標

人事の適正化に関する目標

事務等の効率化・合理化に関する目標

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

経費の抑制に関する目標

資産の運用管理の改善に関する目標

評価の充実に関する目標

情報公開等の推進に関する目標

施設設備の整備・活用等に関する目標

安全管理に関する目標

予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画

短期借入金の限度額 短期借入金の限度額 短期借入金の限度額

重要財産の処分（譲渡・担保提供）計画 重要財産の処分（譲渡・担保提供）計画 重要財産の処分（譲渡・担保提供）計画

剰余金の使途 剰余金の使途 剰余金の使途

＜施設及び設備に関する計画＞

＜人事に関する計画＞

＜中期計画を超える債務負担＞

中期目標の期間

業務運営の改善及び効率化に関する事項

財務内容の改善に関する事項

その他文部科学省令で定める業務運営に関する事項

業務運営の改善及び効率化に関する事項

財務内容の改善に関する事項

教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う
点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事
項

その他業務運営に関する重要事項

中期目標・中期計画に盛り込むべき内容（公立大学法人と国立大学法人との比較）

その他設立団体の規則で定める業務運営に関する事項

中
期
計
画
記
載
事
項

中
期
目
標
記
載
事
項

住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に
関する事項

　

教育研究の質の向上に関する事項

教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う
点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事
項

その他業務運営に関する重要事項

７



（ 参 考 ）

東京大学 筑波大学 国際教養大学 長崎県立大学

0
（前文）
大学の基本的な目
標

世界的な教育･研究拠点、大
学の自治に基づく組織運営

広い視野･高度専門職業人の
育成、教育研究拠点の創出、
社会貢献、大学改革

人材養成、実学重視、効率的
な財政運営

学生本位の教育、地域の課題
に重点を置いた研究、社会貢
献、法人運営の効率化と経営
基盤の確立

1 中期目標の期間
平成16年4月～22年3月の6年
間

平成16年4月～22年3月の6年
間

平成16年4月～22年3月の6年
間

平成16年4月～22年3月の6年
間

教育研究上の基本
組織

略 略 略 略

2

教育に関する目標
（成果、内容、実
施体制、学生支
援）

学部教育・大学院教育の目標、
社会人再教育、入学選抜の多様
化、教育課程、第三者評価、学
習･生活･就職相談、社会人･留学
生への配慮

教育の目標(筑波スタンダー
ド）、教育課程［総合科目の開
設］、成果・効果の検証［Ｆ
Ｄ、教員に対する顕彰］、生活･
就職相談［就職ガイダンス30回
以上、留学生向け日本語ガイダ
ンス］

実践的英語力［少人数教育］、
コンピュータスキル、キャリア
開発(就職･進学率１００％）
［インターンシップ］、学生生
活支援(満足度80％以上）

学士課程・大学院課程の目標、社会と
の結びつきを強化（インターンシッ
プ、ボランティア、フィールドワー
ク）、成果･効果の検証(成績優秀者の
表彰、学生による授業評価、教員相互
間の評価、外部評価)、学習･生活支援
(オフィスアワー、授業料減免）

研究に関する目標
（成果・水準、実
施体制）

学術研究の活性化、卓越した研
究者の育成、重点的な研究を全
学的に支援、研究資源の配分は
総長の裁量、若手研究者の育
成、研究資金の有効配分、研究
成果の社会への還元（産学連携
支援組織）

国内外の社会的課題に対応した
研究、新たな研究領域の創出、
研究成果の社会還元、研究者の
配置、研究資金の配分システ
ム、知的財産本部の活用、全国
共同研究、学内共同研究

自己研鑽、教育資源・プログラ
ムの開発［文科省採択ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
ＦＤ］、地域課題の探求［県内
大学連携事業、産業経済･教育に
おける共同研究］

地域ニーズ･新産業創出など
地域に貢献する研究、研究成
果の社会還元、共同研究、成
果の評価

その他の目標
（社会との連携、
国際交流等）

社会に対する知的貢献［オープ
ンキャンパス、公開講座、国内
外の図書館との相互協力］、国
際協力［留学生室の整備、海外
リエゾンオフィスの整備］

社会との連携［地元自治体の
ニーズに応じた事業、産学連
携、他大学との連携］、国際交
流［海外協定校の拡大、留学生
受入体制］

地域貢献･国際貢献の実践［「地
域貢献ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」、国際交流サロ
ンとしてのキャンパス開放］、
教育機関･教育現場との連携［単
位互換協定、小中高校への教員
派遣］

国際交流の推進、各種センター
の設置検討、地域社会との連携
協力（大学開放、他大学との連
携）、産学連携、シンクタンク

3
業務体制の改善に
関する目標

中枢組織･企画立案体制の整
備、内部監査組織の設置

本部が行う経営戦略と部局が
担う教育研究に関わる業務執
行機能の分離、具体的な運営
体制

自己点検評価および認証評価機
関のほかに外部評価委員会を設
置、人事制度を基礎とする報酬
体系の構築、任期制･年俸制

理事長と学長の役割分担と協力
の明確化、トップマネジメント
の強化、教員組織と事務組織と
の連携

教育研究組織の見
直しに関する目標

教育組織の創設［学際的な横
行型専攻、大学院組織の連携
融合］、研究組織の再編･改
組

組織見直しに関する本部と部
局の分担、各組織の見直しの
方向性

（なし）
社会情勢･県民ニーズに対応
しているか点検･検証、弾力
的な組織改編

人事の適正化に関
する目標

国内外の人材を採用、任期制の
活用、企業との人事交流、中途
採用、兼業ルールの整備、サバ
ティカル制、裁量労働制、年俸
制

評価システムの整備、多様な
人事制度、任期制･公募制の
導入、テニュア制の導入

（なし）
人的資源の活用(人事評価シ
ステムの構築、任期制の導
入、多様な人材の採用）

事務等の効率化・
合理化に関する目
標

本部と部局の役割分担の明確
化、電子的事務処理の推進

事務等組織の再編［チーム
制］、複数大学による共同処
理、アウトソーシング

（なし）
アウトソーシング、事務の集
中化･電算化

4
外部研究資金その
他の自己収入の増
加に関する目標

外部資金導入の支援体制［申
請事務の全学的協力、外部資
金情報の把握］、妥当な授業
料等設定

外部資金獲得の基本戦略の確立
［研究助成情報ｼｽﾃﾑ、学内シー
ズの発掘、教員へのインセン
ティブ］、収入を伴う事業の実
施

自己財源の確保（奨学寄附
金、冠講座、公開講座、受託
研究）、事業提案のＰＲ

外部資金の導入、産業界との
連携

経費の抑制に関す
る目標

管理的経費の抑制[経費の集
約管理、外部委託、入札、一
括購入、電子化］

教員の意識改革を図るととも
に、事務事業組織の見直し、
アウトソーシングの推進など
により、経費の合理化

人員配置の適正化と業務の合理
化（開学2年目を目途に運営交付
金の算定ルールの基礎となる基
準経費の確立）

経費削減（22年度には14年度
当初予算の20％削減）

資産の運用管理の
改善に関する目標

現預金の効率的･効果的な運
用

資産の効率的･効果的運用
［管理区分･責任の明確化、
保有財産のデータベース化］

（なし）
｢施設･設備ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ」の
構築

5
評価の充実に関す
る目標

自己点検･評価システム［個
人、部局、全学に対するシス
テムの連携］

評価システムと評価結果を活
用するシステムの構築

初年度に自己点検評価システ
ムを構築、開学2年目に外部
評価機関を設置

自己点検･自己評価の実施、
第三者評価の実施、評価結果
の公表

情報公開等の推進
に関する目標

広報の強化［多様なﾒﾃﾞｨｱ、
海外ﾌｫｰﾗﾑ］、情報発信［総
合学術情報ｼｽﾃﾑ］

情報開示［個人情報の保
護］、積極的な広報活動

自己点検･評価や大学運営に
関する計画、財政状況、地域
貢献などの情報公開［広報
誌、ＨＰ］

教育研究･組織運営の情報公
開、社会への説明責任

6
施設設備の整備・
活用等に関する目
標

土地･施設の有効活用［ス
ペース有効利用、ユニバーサ
ルデザイン化］

施設設備の整備･活用［ＰＦ
Ｉ、リース、受益者負担］、
効率的運用

（なし） 計画的な整備･管理

安全管理に関する
目標

教育研究環境の安全確保と緊
急時対応、事故等の未然防
止、安全性能の向上

安全管理・事故防止［マニュ
アル整備、一元的安全管理体
制の整備］

（なし）
防災、学内の安全体制、リー
ガルリテラシー、個人情報の
保護

各目標について、［　　]内が中期計画に記載されている具体的項目の例示です。

項目(文部科学省ひな型）

国立大学法人等の中期目標･中期計画の例
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（ 参 考 ）

大学名 数値目標等

（教育の成果）

筑波大 医師国家試験については合格率90％以上を維持

横浜国大
教員養成課程にあっては、大学院進学者を除いた教員・教育関連職への就職率を60％程度に向上。法科大学院にあっては、司法
試験合格率を70％程度にする。

国際教養大学 就職･進学率１００％

（アドミッション・ポリシー）

筑波大 受験生への説明会を全国及び地区別に毎年度30回程度開催

（学生への支援）

福井大 全教員が週１回以上の定期的なオフィスアワーを設定

国際教養大学 学生生活支援(相談･奨学金など）について、アンケート調査を実施し、学生の満足度８０％以上の達成

（研究の水準及び成果）

秋田大 科研費の申請件数を平成15年度を基準に20％、採択件数を同10％増加

筑波大
技術移転、ベンチャー設立の可能性の高い共同研究に対し、中期目標期間中累計36件程度を学内公募プロジェクトにより研究ス
ペース等を提供

東京学芸大 研究成果の公表を平成21年度までに平成13年度実績の５％増に

横浜国大 国、地方公共団体、民間との共同研究・受託研究を15年度比20％程度増加

横浜国大 年間30件以上の特許出願、年間15件以上の特許取得

（研究の実施体制）

北見工大 間接経費等の外部資金を活用し、非常勤職員・技術員の雇用を30％程度増員

筑波大 中期目標期間中に累計300件程度の発明届出

東京大 教員ポストの総長裁量枠を全学合計で200名分確保

東京大 全学合計で１万平米の共用研究スペースを確保し、重点的研究プロジェクトに優先利用

静岡大 イノベーション共同研究センターにおいて、共同研究の件数を50％以上の増、プロジェクト研究については倍増

（産学官連携の推進）

北見工大
50％程度の教員が産学官連携に係わるよう、情報提供などのシステム整備（←外部資金を導入した教員に対して研究費を上乗せ
する制度を既に導入）

筑波大 中期目標期間中：共同研究累計450件、受託研究累計900件程度

（地域の公私立大学等との連携）

東京農工大 多摩地区公私立大学等との連携活動に６件以上協力

（社会との連携）

東京農工大 社会との多様な連携事業を60件以上実施

（国際交流の推進）

北見工大 平成18年度までに２，３の外国大学と共同研究推進のための協定締結

京都工芸繊維大 国際協力協定校の10％程度増加

（人事の適正化）

岩手大 女性の採用・登用を拡大し、教職員の20％に

岩手大 外国人教員の採用を促進し、大学教員の３％に

東京大 幹部職員の学内登用については学内公募による登用者の割合を100％に

（経費の抑制）

北見工大 管理的部門の固定人件費を５％程度削減（⇒運営費交付金における人件費比率の抑制）

岩手大 省エネ・省資源意識を涵養し、管理的経費を毎年度１％削減

東京学芸大 人件費を除き毎年度平均で少なくとも前年度比１％の経費節減

東京農工大 光熱水費を毎年１％節約

東京海洋大 管理的経費を毎事業年度につき１％縮減

（自己収入の増加）

北見工大 外部資金を10％増大

電気通信大 平成18年度までに科研費補助金等の申請率を対15年度比で15％増の95％に

東京医科歯科大 病院収入の２％相当額程度の増収

東京学芸大 科研費申請件数を平成21年度までに平成15年度以前５年間の平均実績の50％増に

東京農工大 家畜病院収入について、平成12年度からの過去３年間の平均収入額より50％増加

東京農工大 科研費について、１人最低１件以上申請

東京農工大 受託研究、共同研究を行う教員数を、平成12年度からの過去３年間の平均値より10％増加

横浜国大 外部資金を平成15年度比で20％程度増加

（施設の整備・活用等）

筑波大 20％以上の学内共有スペースの導入（→スペースの流動化）

東京学芸大 全学共有スペースを、新増築の場合２割程度確保

東京農工大 実験研究スペースの20％を目標に共有スペースを確保（⇒レンタルラボスペース）

国立大学法人等の中期計画における数値目標や達成期限の例
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資料６ 
業務方法書（案）の概要について 

１０ 

  ・中期目標により作成する中期計画に基づき、業務の効率的かつ効果的
　 な運営に努める。

　・法人は、その業務の効率的かつ効果的な運営に資すると認めるときは
    業務の一部を委託することができる。

 
 ・法人の売買、賃貸、請負その他の契約は一般競争入札、指名競争入札
  又は随意契約の方法により締結する。

業務方法書(案)

公立大学法人
評価委員会

東京都

①意見
②認可

策定までのプロセス

基本方針

業務の委託

契約の方法

業務方法書の主な内容

都規則で記載事項を規定

法人

公立大学法人首都大学東京業務方法書（案）  
 

 

（目的）  
第１条 この業務方法書は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下

「法」という。）第２２条第１項及び○○規則（平成１６年○月○日東京都規則第○号）

第○号の規程に基づき、公立大学法人首都大学東京（以下「法人」という。）の行う業

務の基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。  

 
（業務運営の基本方針）  

第２条 法人は、法第２６条第１項の規程により、中期目標を達成するために作成す

る中期計画に基づき、業務の効率的かつ効果的な運営に努めるものとする。  
 

（業務の委託）  
第３条 法人は、その業務を効率的かつ効果的な運営に資すると認めるときは、業務

の一部を委託することができる。  

 
（委託契約）  

第４条 法人は、前条の規定により業務を委託しようとするときは、受託者との間に

業務に関する委託契約を締結するものとする。  

 

（契約の方法）  
第５条 法人の売買、賃貸、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札又は

随意契約の方法により締結するものとする。  
 

（その他）  

第６条 法人の業務に関し必要な事項については、この業務方法書に定めるもののほ

か、法人の規程の定めるところによる。  

 
   附 則  

 （施行期日）  

  この業務方法書は、東京都知事の認可のあった日から施行する。  
 



資料７ 

１１ 

 

 

東京都公立大学法人評価委員会運営要綱（案） 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、東京都公立大学法人評価委員会条例（平成１６年東京都

条例第 118 号。以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、東京都公立

大学法人評価委員会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を

定める。 
 
（会議の公開） 
第２条 委員会の会議は、公開して行う。ただし、委員会において非公開とす

ることが適当であると認める案件については、この限りでない。 
 
第３条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、

傍聴人に対し、退場を命じることができる。 
 
（議事録等） 
第４条 委員会の議事録及び会議で使用した資料は、公表する。 
 
 
  附則 
この要綱は、平成１６年１０月  日から施行する。 




